
京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年４月１２日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則 

 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項第７号中「保育所等入所児童等が，」の右に「法第６条の３第８項に規定す

る小規模住居型児童養育事業を行う者又は」を加え，「養育されて」を「委託されて」に改

める。 

              「         

 別表第１その他の世帯の項中  ７７，９００ ８０，8００ ８３，６００ ８６，５００ ８９，３００ ９２，2００ ９５，０００  を 

        」 

「              

 ７７，５００ ８０，３００ ８３，１００ ８６，０００ ８８，８００ ９１，６００ ９４，４００  に改める。 

        」      

              「         

 別表第２その他の世帯の項中  ５４，１００ ５６，３００ ５８，３００ ６０，３００ ６２，４００ ６４，４００ ６６，５００  を 

        」 

「              

 ５３，９００ ５６，０００ ５８，０００ ６０，０００ ６２，１００ ６４，０００ ６６，１００  に改める。 

        」      

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市児童福祉施設措置費等徴収規則別表第１及び別表第２

の規定は，令和４年４月分の児童福祉法第５１条第４号及び第５号に規定する費用の徴

収額（以下「徴収額」という。）から適用し，同年３月分までの徴収額については，な

お従前の例による。 

３



（子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室） 


